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1　研　究　目　的

　児童相談所の設匿以来，すでに4半世紀余を経過し

㊧oこの間プ卑遮相談所の整備・拡充については）その

努力がなされてきたとはいえ，必ずしも充分満足すぺき

状態とはヤ・えず，とくに，業務の専門性・内容の水準に

関しては，従来よりとかく批判のあるところであるo就

r中，　「判定」のあり方に関しては，これ象で，児童につ

いての福祉的処遇の決定，あるいは臨床的活動の墾盤的

機能をもつものとして，とくに重視され，また，児童相

談における臨床チー春論との関連において論議り対象と

なることも多く，それだけに，児童相談所業務の問題の

「根」として批判の矢面に立たされることが多かったよ

うに考えられる。更に，そうした批判における問題点の

指摘は，いずれも問題提起の域に止まっており，それに

’対応する具体的方策という点に関しては未だ明確な結論

を得ておらず，衷た今後志向すべき方向性についても，

湊然としていて明快な解答が得られていないとの感が強

ヤ・のである。

　しかし，そラした中にあっても，児童相談所における

1「判定」のあり方の模索が全くなかったわけではないo

各地域における日常業務の中で，各人が絶えずその方向

を追い求め続けてきたものと思われるのである。そのよ

・うな試みの集約されたものとして，たとえば，昭和42年

渡厚生科学研究年もとづく報告集「児童相談専門職員の

激務分析」　（1970）中の大阪府中央児童相談所および大

阪市中央児童相談所による判定業務に関するすぐれた分

断， 提言炉あり，また，杉本。三沢（1973）による児童

相談所判定機能に関する問題点の指摘，さらには，工970

年以来継続しておこな診れている 「上級判定員研修」に

おける児童相談所の判定業務担当職員による自己分析的

検討など，があるo

　ところで・それらの諸報告を通じて，目立つことは，

「判定」という概念の理解に著しい差異と混乱がみられ

るという点である。たとえ壱鴇ケースワーカーの判定

（診断）能力の軽視，換言すれば，判定はケースワーカ

一の機能ではなく，臨床心理判定員と医師の機能に属す

るものであるとする考え，判定担当課（係）においてお

こなわれる業務が判定であってそれ以外は判定でないと

する考え，あるいは，いわゆるクリニック的機能に偏し

て判定機能を位置づけようとする考え，などはその一例

にすぎない。そこには，すくなくとも， 児童相談におけ

るチーム・アプローチとそこにおける判定のあり方，も

っと端的にいえば，他に類のない性格と機能を備えた

「児童相談所」における児童の処遇決定とその実施過程

の中で，「判定機能」をどのように位置づけ，臭体化し

ていくかという点にっいての明確な視点と方策は，必ず

しも十分納得できる形では示されていないように見うけ

られる。さらに夕先にふれたいくつかの報告の中には，

それがいかにすぐれているとはいえ，当該児童相談所に

おける「判定業務」の分析の域を出ないものもあり，全

児童相談所を網羅した分析になっていないといううらみ

がある。　（ただし，その中にあって，大阪府中央児童相

談所の分析は，当該児童相談所の問題のみでなく，全児
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童相談所にかかわるものとして，高く評価されるべきも

のと思われるo）

　さて，以上のように，児童相談所における判定のとら

え方にはか絞り混乱がみちれ都マ）頂南資⇒㍉1それで喚テヒ

の原因はどこにあるのであちうか。これまセ括摘されて

いるところによれば，その原因の一つとして，児童相談

所の現実機能が複雑多岐にわたっている点があげられ

る。たとえぱ，児童相談所の機能は単なる臨床的機能

（診断・治療機能）にとどまらず， 福祉行政的機能も併

せもっているのがその特徴的基本的性格であるがジその

基本的性格自体が「半埴定」機有旨に混舌Lを惹起する一因と

なっているとするものである。いま，かりに児童福祉法

26・27条“とづく行政醗嘩跡印機靴駆づけ
て行使する，いわゆる指導・治療の具体的方途の一環と

しての描置という考え方を肯定するにしてむ，純粋な意

味における臨床的機能と行政的機能とは必ずしもなじま

なヤ面があることは否定できなヤ・であろう。児童相談所

内部ではその両機能の問にはさまれて，混乱が生じ，

「判定」機能そのものの存在理由すら見失ない勝ちにな

ることも少なからずある。原因の二として，種々の学問

領燦またがる各齢能の専離の｛鍵縮摘趣てい
る。この点については，従来，rとくにケ」スワーカーに

ついて厳しい批判めあることは周知のことさあるがデい

わゆる臨床心理判定員の専門性に関しそも同様の批判が

ないわけで1まなく1「判定艮のナイデンティティ」の問

題として取りあげっづけられていることもよく知られて

いる事実である。

　原因の三として，児童相談所の最覧基本的な条件の・

不騨獅趣勉黙拶・1群巳性転妙る以前砂
問題として，相談需要に対応する必要職員・職能の絶対

数の不足，組織整備の立ち遅れ，判定職能の心理学偏，

向，あるいは，設備，備品，予算など判定機能を支える・

基盤の脆弱性などが指摘されるが，これらも看過できな，

い要因かもしれない。

　上記の諸要因がからみ合って，たとえば，すくなくと：

も，　「児童相談所執務必携」において，現児童稲談所に．

おける最低限の必須条件としてのr判定」のあり方淋明i

示されているにもかかわらず，それすら遵守されていな．

いという実態を生み出していると考えてよいであろう。

　もちろん，このようなわれわれの認識は，必ずしも児

童相談所の実態についてそのすべてを正確に把握した上

で得たものとはいえないわけであり，なお』層の正確な：

実態把握とその分析を裟って，はじめて，児童相談所の

判定機能についての結論を得て将来への方向づけ溝可能

になるものと思われる。

　本調査は，以上のような状況にあると考えられる児童1

相談所め’「判定」にっいて，その実態をさらに明確に・

し，児童椙談における「判定」のあり方を，実態に即レ

で，考究しようとするものである。ド

∬　研　究　方　法

　1〉　調査の枠組

　ひと自比判定機能の実態を調査し，分析するといって

も，先にも述べたように，「判定」そのものを把えるそ

の枠組の設定如何によって，出現する「判定」の姿はヤ｛

か様にも変わりうる。

　そこでわれわれはまず，剃定機能にづいて，『便宜的に

づぎのような枠組を考えてみた。

1判定の基盤的側面

（1〕 物的側面（設備，機械盟具等）・

（2） 人的側面（戦員数， 職種ド専攻学科・理論的立

　　場等）

（3）組織。機構的側面（所の規模。機構等）

（4）社会的側面 （社会資源の有無， 連けい度等）

2　判定の機能的側面

（真）形式的側面

　　ω相談過獣抑る各離の楓 勘嘩』
　　回　判定業務における各職能の準拠枠

　　囚conferenceのあり方
　　回　臨床的機能と行政的機能との関連

　　（2）内容的側面

　　財｝臨床診断の信頼性・妥当性　

　　 1ロ｝診断・判定と治療・処遇との関連

　　の　心理治療ないしケースワーク効果の判定・評

　　　　価
　ところで1この枠組によって，実態を把握するにして

も，調査技術，調査期間等め現実的制約があるので，そ

のすべてをあまねく網羅し，かつ詳細に調査分析すると

いうことは困難である。そこで， 今回の調査は，今後砂

更に詳しい研究のためめ予備調査的性格をもつものと仮

定し，判定機能の内容そのも4〉を正確に把握するという

よりも，むしろその基盤的棚面および機能の形武的側颪

の若干を調査するに止め影という立場をとらざるをえな

かったわけであるが，それは先に述べたようにこれらの・
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点に混乱が多く見られるという認識にもとづいて，ごれ

を中心としてとりあげざるを．えなか6たのがその理由で

ある。

　また，本調査で，あえて内容的側面にふれるのを避け

たのは，つぎのような理由による。すなわち，臨床的診

断に関しては，・診断体系自体が，現在の精神医学，異常

心理学あるいは臨床心理学の領域の中で，必ずしも確定

したものはないように思われることである。たとえば，

精神医学における診断分類体系として，アメリカ精神医

学会において採用している診断体系DM豆に関しても，

診断クラスの等質性，信頼性，妥当性に関して批判がな

いわけではないoもちろん，ある種の問題については，

一定の診断基準に関し専門家問において伺意が得られて

いる点がないわけではないが，それは診断体系の中のご

く』部分であったり，あるいは，診断体系・診断基準が

確立している場合であっても・ 個々の症徴や現象のとら

え方については診断者個人の理論・ 立場・能力に頼ると

ころが多いため，結果としての診断に一致度の欠けるこ

とは，Be己kらめ研究によっても明らかである。さらに，

臨床診断体系・基準そのものは，児童相談所の判定機能

において重要な意義をもっとはいえp暑れ自体の棟討に

ついては，各領域の専門家の研究成果にまたねばならぬ

ものであり，児童相談所自体で体系・基準の適否を論ず

るには，およそその能力に欠ける点のあることは素直に

認めねばならない。もちろん，そうはいってもレ児童相

談所において扱った，各楓談事例について，具体的に分

析・検討し，その臨床診断の当否を論ずることが全く不

可能ということではない。しかし，先に述べたように，

診断担当者のよって立つ理論等によって同一現象・症徴

に対し付与する臨床上の意味の差は厳然として存在する

であろうし， 象た，それが当然である。 加えて，調査担

当者の立場によっても・それらについての評価に差が生

ずることも考えられる。したがって・これらの点を問題

にすることは，調査技術上，大変むずかしいとの結論に

到り，今回の調査の対象からは除外することにした次第

である。

　2）　調査方法・対象

　上にのべた枠組にもとづいで』また，児童相談所執務

必携に示された判定過程の枠組に準拠して，別紙のよう

な合計30項目よりなる質問紙を作成した。（末尾添付）1

　これを全国の各児童相談所（150か所）に郵送し，記

入，返送方を依頼した。回答は96か所，回収率は64％で

ある。

　なおこの調査と同時に児童相談所に勤務する常勤・1非

常勤の医師320名に対し児相を通じて調査用紙を配布し

209名から回答があり，回収率は65％である。調査の内

容としては児相における医師の機能及び役割につヤ’てで

あるが調査結果にっいては紙面の都合で割愛した。、

3）　調査資料の整理方法

　資料の整理にあたづて，常勤判定員数による外的枠紀

を設定した。

すなわち以下の三群に分類した。

判 定員数 グループ名 児相　数

1～．2名
烈　4、名

・5名・以上，

　　A　群
B　群

　C　群

33か所　

37〃
6〃

　この枠組に準拠して，回答資料の整理分析を行なった

が表が繁雑になるためとぺ一ジ数の都合で判定員人数別

の表は省略したo

皿　結 果

　1）　皐童相談所に挙けう誰会議Φ実施状況

　諸会議の実施率に見られるように，全般的に会議の開

かれる割合ほ低い。これらの諸会議にづいて，項目別に’

結果を見ると第1表のよう になる5　』’

1　会議の回数

　アンケートに回答して来た96児童相談所く以下児相）

を，A群（判定員数1－2名の33児相）， B群（判定員・

数2～4名の37児相）ヂ C群（判定貝数5考以上の26児’

相）に分類し，受理会議，1判定会議，搭置会議が1・単独

あるいは合同方式に1しろ何らかの方法で開かれている翻

合をみると，判定員数に関係なく｝まとんどの児相で受理

会議，措置会議は一応実施されている。しかし約3割の

児相では全く判定会議が実施されていない。ヒれ以外の

会議例えば，心理診断会議あるいは社会診断会議等の実

施される害U含はもっと｛氏い0

　2　定期・不定期

　受理会議，判定会議，措匿会議について見ると，措置

会議は判定員数に関係なく，ほとんどの児相で定期的に

実施されているが，判定会議は不定期に実施きれる傾向

が強ヤも

　次に会議全体について，定期，不定期の別を見るとア

A，Bの児相で合同会議を定期的に実施する傾向がある

のに対して，Cの児相では単独会議を定期的に実施する
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第1表　諸会議実施状況

1．受　　理

2．判　　定

3．措　　置

4。受・措
5．　受●半U●措

6．判・措
7．社会診断

8．心理判定
9． 一保観察

10．協　　議

11．その他

定期
18

9
28

26

32

10

2
13

25

4

不定期

15

13

4
1

・1

3
3

12

4
1
1

計

33、

22

32

27

・33

13

　5

25

29

　1

　5

実施率／96

34

23

33

28

34

14

5
26

30

1
5

傾向がある。

　不定期に実施される会議にっいて見ると，受理会議，

判定会議等の単独会議が多い。

　次に実施されている全会議を見ると，定期が73．4％，

不定期が26，5％で定期の方が多い。一番多く実施されで

いるのは，受理，判定， 措置合同会議で32児相（34％）

ある。

　3一回あたりの時問

　会議の内容が種々で，一概にはいえないが，各会議の

所要時問の集計結果はほとんど1～2時間に集中してお

り，平均は2時間程度であ窮特に受理，判定，措置各

会議の平均所要時間は3時問程度である。A，B，C群

別にみると，判定員数の多い児相では3時間以上かける

傾向かあるのに対して，判定員数の少ない児椙では会議

にかける時間も少ない傾向にある。また，予備診断会議

も1－3時間の間にあ窮平均所要時間は2時間程度で
ある。・

　提出されるケースの内容によって会議に費やされる時

間が変動するのは当然であるが，全体的に見て，会議に

かける時間は少ないように思われる。

いる。但し，C群では相談員と受け付け相談員め順が逆

になっている。受け付け相談員の設置状況は，96児相の

うち約3割弱と少ない。

　社会調査・診断は，ほとんどの児椙では児童福祉司と

相談員で実施されている。

　しかし，細かくみると，A群，B群の8児相は心理判

定員が実施し，B群の3児相でスーパーバイザ」が実施

しているo

　心理検査・判定はほとんどの児相で心理判定員・医師

により実施されている。少数の児相でセラピストが実施

している。

　医学診断はほとんど医師が実施している6脳波技師，

保健婦の参加は，医学面での調査結果にあるように，医

学的判定をする1ための協同スタックと考えられる。

　一時保護観察は保母，指導員が中心に実施している，

それに心理判定員，児童福祉司，相談員，保健婦，が参

加しているという状況にある。

3）　児相で扱うかどづかの判断は，だれがどの

　　時点でおこなうかについて

第2表　ケース受理の判断 N＝96

イ．受理面接の段階で
　　％
55（44）

ロ．受理面接終了後 43（34）

ハ．受理会議の段階 27（22）

二，そ　の　他 0

回　　答　　数 125

　4　会議参加者

　アンケートが自由記述のため，種々な職名で回答され

ているのではっきりいえないが，参加職種を多い順にみ

ると一応，児童福祉司，心理判定員の順になっていてそ

の他の職種の参加が， どの会議においても少ない。

2）業務分担状況

　受け付け相談は，必携通りほとんど児童福祉司，相談

員，受け付け相談員が実施している状況にある。受け付

け相談脅実施している駿種を多い順にみると，児童福祉

司，相談員，受け付け相談員，心理判定員の順になって

　犀相で扱うかどうかの判断の約8割が受理面接あるい

は受理面接終了後の段階で決定されている。あとめ約2

割が受理会議の段階で決定されている。　（重複回答なの

で合計数は児相数より多くなら七いるQ以で同様）

　必携では受け付け相談員が受けるべき相談であるか否

かを決めることになっているo但し，全然筋違いでない

限りは一応すべて受け付け，そして，受け付けるべきも

のと判断した相談については，担当の児童福祉司に引き

継ぎ，必要に応じて児童福祉司が児童記録票に必要事頃

を追録することになっている。

　ところが，本結果で， 「ハ，．受理会議の段階で決定」

が27（2L6％）児相ある。この27児相にっいてはもう少

し詳しく分析してみる と2イ，ロににチェックせず，ハ

と単独で解答しているところは翠児相（40％） だけで，
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卿16（66％）児欄，、イか・のどちらかの項目と併せ

て回答している。よって単に「受理会議で決定」と回答

したのは， 11児相だけである。この11児相のなかでも，

例えば，　「ハが原則である炉，イ，ロの場合も ありう

る」とか「担当福祉司と措置課長とが相談するなかで変

更すう」というただし書きのついている児相も南るpこ

のようなことから考えて，この11児相のなかを弓は，受理

すべきケースかどうかの決定だけでなく，．種別やケース

扱い上の問題までをも含んだ意味に考えて回答レてきた

ものが含まれているとも推測される。

　以上か ら，設問が誤解を招きやすかったこともあると

考えられるが，回答者の意識のなかで・児相で扱うかど

うかの判断と恥う なかに，ケース叛いということまでを

も考えた上で，受理会議で正式決定するんだというよう

に回答した児相もなかにはあるようである。

　以上のことから考えて，実際は必携に示すようにほと

んど受理面接終了時には決定されていると考えてよいと

思われる。

　児相が，インフォメイシヨンセンターとしての機能を

もつ以上，かなり広範囲の問題が扱う対象になる訳であ

り，健全育成関係においてはケースにならなくとも扱う

巣務にはなるし，r一応児童に関する問題であればほとん

，ど全てのものを扱うことになるもめと考えるo

4）　受理したケrスの担当者を決定する場合の

　　方．法について

　社会診断，心理判定，医学診断とも第3表に示したよ

うに「③内客にかかわらず各担当者が一通りすべての間

癒を扱う」とゼう決定因が一番多い。特に社会診断は地

，区担当制をとっているところが多いのでこの回答に集中

第3表　ケース担当の決定方法

する傾向がある。

　右理剰定の場合は，』例えば心理テス トを考えてみると

投影法の解釈は相当の習熟度が要求されそのテストの扱

い方いかんでかなりの危険性が考えられる。そのため心

理判定員は先ず個々のテスFなり面接法について深い知

識と豊寓な経験が必要である5 従って相談の、内容別，問

題別を考える以前の問題としてどんな技術をもっている

かによってケースを扱う判定員を決定することになるの

であろう。

5） 前記（4）について現在採用している方法の

　　長所と短所，および改善の具体的方途につ

　　いて

　社会診断領域

　特徴としては設間4）の回答との関連上ここでも同様に

ある項目に園答が集中レた傾向にある。各項眉別に長

所・短所・改善策は述べられているが，一番数の多いの

は項目3の「一通りすべてのケースを扱う」というとこ

ろである。それについての特徴ということで以下のもの

があげられているo

　長所O種々の問題について習熟でき，職員としての一

　　　通りの器量が傭わるo
　　O地区担当で地区の蕪情に通じ，連絡が密になり

　　　一貫した指導ができる。

　短所○専門的に深めにくい。

　　○担当者により処理能力題力量の差がでてくる。

　改善策○人員増・研修制度の確立・スーパーバィザー

　　　制度の確立。

　心理診断領域

　児童福祉司と同じように，一通りすべてのケースを扱

1社会診剛心理判定1医学診断

1． 相談の内容問題別に担当者がきまっている
　　　　％

（8．3）
　　　　％

（2．0〉
　　　　％
5（26．0）・

2． 内容ジ問題別ではないが技量，内容を考えきめる 5（5，2） 14（14．5） 9（9・3）

3，
内容にかかわ、らず各担当者が一通Pすべての問題を

う
68（70，8） 57（59．3） 33（34』3）

4． 内容，問題別と全般的担当を併用 12（12．5） 17（エ7・7） 10（10．4）

5，

そP他
2（2，0） 4（4，2） 4（ 4・1）．

無　記入 1（1．0） 2（2．0） 15（1巳6）

計 9弓（100・0） 96（100．0）
勺6（106，6）i

一309一



日本総合舜育研究所紀要 第11集

第4表　ケース取扱い方法の決定 N＝96

1・担当者個人の朝断一

2・主として担当者鯖きめるかネ』パービジ旨シうける

3，その都度課長等が指示

4・会議等で検討しきめる

5．各関係者の個別協議…　　　　い

　　無記入
回　　答　　数

社 会

56（5紘3）％

23（24．0）

、7（乳3ン

16（16．7）

14（14，6）

1（1．0）」

117

1心 1理・

56（58』3）％

16（16．7）

1」 （6」3）

10（10．4）

15（15』6）

　1（1．0）

1－1・婆

1医 学 」i

68（7dぎ）％

2（2．1）・

2（2．1）

3（2．1）

7（3．1）『

14（14．6）

1 96

サというζ とが一穆く・ 次曝う帳所彊所・改善
策があげられているげ

　長所○幅広い経験が得られ児童理解についての視野が

　　　広がる。

　　 ○判定員業務の平均化が曝がられる。

　短所○ケース内容の理解，』取扱いが浅くなる己問題が

　　　複雑な場合技術不足を感ずる。

改善策○人員増， 研修制度の確立，スーパーバイザー

　　　制度の確立

　医学診断領域
’『 常勤嘱託医がほとんどであリゴそのうち精神科医が

320名中188名（59％）を占め，次に小児科が61名（19

％） ゴ整形外科27名（O％） という現状にあるため，こ

こでも・常勤医を欲しいということと，小児科医等（精

神科医以外）の医師を常勤医としてほしいということ

が，児童福祉司・心理判定員の強い希望として出されて

いると見られる6‘

6）　受理ケースについての取扱い方法の選択の

　　決定

　社会診断ではアンケートに回答してきた96児損のうち

56児相（58％）では畳理 したケースについての社会的側

面の取扱い方法は「担当者個人の判断に求かされてい

る」じこの項に対する回答はA群では55％・B群では43

％ド℃群でば85％である。

　次に多いめは「主として担当者個人が決めるが，スー

パ」ビジョンをうける」とする項で23児相（24％）であ

り・A群の6児相（18％）・B群の10児相（27％）・C群

の7児相（27％）で嫡9

　執務必携にしめされている「会議によって取扱い方法

を決定していく」と回答 し之児相は16ヵ所（17％）にす

ぎない。「各関係者の個別協議」によっている児相が14

カ所（15％》、であり◎、阜群7C群の児稲に多い傾向があ

吟，A群の児相では職員数が少いため，各関係者の協議

というタリも，会議≧腔う形で討議されて埜るようであ

る5そめ都度，課長く係長）やスーパーバィザーが指示

する」は7児相（7％）でC群の児相に峠遜られなヤ・o

　心理的領域ではg6児担のうち56・（5寧％）、児相でケース

の取扱ヤ・方法を担当者個人に象かせている状況である。

そして「主として担当者個人できめるが，スー丼一すジ

ョンをうける」が16（17％）児相で男回答し年四分の旱

の児相が担当者の判断に象かせている状況にある。A群

の児相ではr全く個人にまかせら恥てk・多』が54％あり

「主として担当者がきめるが，スーパービジョンをうけ

る」とすうのが12％である。B群の児相では〔担当者憾

人の判断にまかせている」と回答した児相が5真％あり，

「主として担当者個人がきめるが，』蒸一パrピジョンを

うける」とするのが24％であ否。次にq群の児椙で群

「まったく個人の判断にまかせている」 ものが62％診り

，「車として担当者個人がきめるが，スーパービジョ銘を

うける」と回答した児相が12％ある5’　『一 』一

　r各関係者の個別協議によっている」と回答』した児椙

はA群で18％，B群で14％C群は15％とな◎てヤ・るo

「会議，グルァプ・スーパービジョンなどで検討しきめ

る」 とするのは96児相中，10児相で1割程度の状捉で昂

るo

　「その都度，課長（係長）やスーパー丼イザー耕指示

する」ところは96児相中，6児椙にすぎない。

　医学的領域についても68（71％）児相で「担当者個人

の判断にまかされている」状況であるo、この項にっいて

A群では25か所（76％），B群では23か所（62％），C

群では20か所（77％）となっている。次に 「各関係者の・

個別協議に誘っている」とするの鉢96児相の．うち7児楓

（7％）で，他の項目についても2％ル3％である。

r会議，グループ・スーパービジョンなどで検討しきめ

る」とする児相は3児相のみである。A群の児椙で1か

所，B群では2か所であるo　C群にはみられないoなら

びに，その他無記入が14児相（15％）である。

7）ケースヘのかかわり方

　ケースワーカーのケースヘのアプロ」チの方法は回答

のあった96児帽の中で50カ所（52％）が「診断から入ウ
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第5家ケースヘのかかわり方

陶ろワ陣判闘

1．　ケース診断からr
　　　％　　　　％
50（52．1）22（22，9）

2．治療的かかわりから 2（　2』1）　　2（　2，1）

3．　どちらカ｝とヤ・えをま 30（31．3）51（53，1）

4． 治療的　5（5．2）15（15．6）

5、 ．どちら と庵v｝えなめ ．8（8，3）8（8・3）

無記入
1（1．0）、工（ 1・0）

計 96（100．0）・96（100‘0）

ているゴ次に「ケースの性格によって両者を使いわけて

いるが，～ちらか，といえば診断的アプローチの方が多

い」と回答した児相が30カ所（31％）ある。これに対し

丁治療的かかわり」あるいはrどち争かといえば冷療的

アプ・一チ」ほ7カ所1 7％）．である茜の蘇からみ

ると約8割の児相が診断的立場セケースにアプローチし

ているヒとになるo

　このような立場をとる理由としては「診断から1」とす

る児相の約半数が指導方針策定のためを挙げている己ま

た 「どちらかというと診断的」とする児相の6割が，児

相のケ」ス鍍レ・め流れが診断から始まっているのそ，と

している5義りの理由づ1ナは， 主として職員の技術水準

の低さをカバーするために診断から入るとしている。

　とれに対し七「治療的かかわりから」とする理由は治

療こそ本来の任務とするもの等である。

　心理判定員がケースヘかかわる「かかわり方」として

は「ケースの性格によって両者を使いわけているが，ど

ちらかといえば診断的アプローチの方が多い」とする回

答が，全体の約半数を占めている6 次に多いのが「ケー

スの診断から入ることが多い」とする回答で23％であ

る。以上の2っの項目を令わせると・ 全体脅四分◎三の

児相が診断的な立場からケースヘかかわっているといえ

るo・

　このようなか恥わり方をとる理由として，「一応間題

点を賜確にして，治療的アプロ 一チをと弘さら年そ9

過程で診断を行う」とするものび多数あげられている。

次に「児梢の現行体制が児童の診断から治療へ」 となっ

ているか昏．とする理由も比較的多い理由づけである。こ

れ、らの他縞．、、、E扱うケ7ス量溝多．く，．診断的ア．プ喜一チ

だけで処理して し象う」とする所もみられる。

　これに封し七，－ rll一どちらかといえば治療的かかわ

りから入ることが多い」とする回答が16％みられ，これ

に「治療的かかわりから入ることが多い」とする2％を

加えると，約2割弱の児相において，判定員によるケー

ス扱いの当初から，いわゆる治療的にかかわっていると

いえるQ

　このような，かかわり方をとる理由として， r治療機

能が児相の役割」であり，　「ケースを指導（治療）し正

常化することが使命」であるとしている。この他の理白

としては，「診断から入ると治療的にかかわりがもちに

くV’」とか「正確な診断1こ近1づけ愚 痩醐」あるV・は「1ケ

ースの内容が知能診断を求められている場合が多い」か

らとなっている。

8）　各診断において重視され局目的

　本項においては各診断領域において重視される診断目

的の傾向を明らかにしようと意図したす

第6表　診断目的の重筏点　　　　　　　　N＝g6

項、．響た数遭 社会 碑 医学

　
問題の原因と思われる要L　因の論証

91 87 631

a難の問題に対するクヲ　　イエントの反応の確認 79
”36 工2一

　　病理的過程の拡がりや重3・篤性の統計的評価 5 12 21

4・現在の問題の程度の評価
82 29 50

　　予後あるいは今後おこり5・そうな経過の推定 71r ・68
43

　　特定の治療・処遇に関す6・　る合理的基礎の提供 35 63』
56

　　クライエントやその関係
，者とケースを話し合うた
　めの資料作成

44 33 11

　　データの分栃統計的分8・析のための資料作成 6 2r 0

　　問題の性質や治療。処遇
．効果を説明する規制につ
　いての仮説設定

29 53 23－

　　器質的障害と機肯旨的障害1α　の区別 11r 22 71

　　その他なし11，無　記　入 1 ユ4

＊各欄は回答児椙数

　第6表にみられるように・社会診断につめて醇・各児

相群とも，回答項目1。2・4・5に集中してV・る1。・即
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錆7表　診断目的の確認方法 NF96

1．会議で確認
12．担当者個人にまかされるが一応スーパービジョン行
　　なう

3．担当者個人一任

4．　各関係者の個別協議

5，その 1他

無 記 入

回 　答　　数

社 会

36（37。5）

18（18．8）

1合（18．8）

37（38，5）

1（1．0）

1（1．0）

％

111

心 理

26（27．1）

17（工7．7）

％

17（17。7）・

46（47．9）

1（エ．0）

1（1，0）

工08

医 学

8（8．3）

1（ム1．0）

44（45．8）

25（26．0）

18（18．8）

％

96

’ち各児相群とも社会診断における診断目的は問題の原因

と思われる要因の論証を中心に，問題に対するクライエ

．ントの反応，問題性の評価，さらに予後の見通しを立て

ぐために行っていうといえよう。

　特に重視するとした項目は1が共通して高い選択を示

している。

　心理判定については1・4・5・6に集中しシさらに

9項も挙げている。また特に重視するとした項はA。B

群では1の項にンC群で9項が高い。心理判定を行なう

捺の診断目的は，問題原因を論証し，問題性の評価を経

て治療・処遇に関する合理的基礎を獲得し，さらに予後

の見通しをたてることにおV・ている。

　医学診断においては1・6・10に集中し，次いで4を

一挙げている占重視するのは各児相群とも項目10であるo

i医学診断では器質的あるいは機能的障害にっい七の鑑別

診断と治療処遇にっいての合理的基礎を得るという目的

と・問題要因の論証と治療処遇についての合理的方策と

もレ、う目的の二面がみられるる

9）　診断目的の確認方法について

　社会診断匿っいての診断目的の確認の方法は，回答し

てきた96児椙のうち37児相（39％〉で「各関係者の個別

協議によっている」ジ次に36児相（38％）で「会議で確

認す釜」，とV）った結果が出ている。まったく「担当者

に一任されている」と回答してきた児相が18か所（19％）

認湾うれる。

「会議による確認』と回答してきた児相の内訳は，A群

の児相で45％と多い。B群では32％，C群の児相では

35％となっている。これは規模が大きくなるに従って会

議での確認がされにくい傾向があるということになる。

この理由としては，規模の小さい所ほど関係者が集まり

やすいためと思われる。 「各関係者φ個別協議によって

いる」児相は各群とも同比率で40％前後である。全体的

にみてみると約8割のケースが何らかの形でチェックを

うけて診断が行なわれているようである。

・疹理判庫においては回答のあった96児相のうち46児相

（48％）で「各関係者の個別協議によっている」という

蒜果がでている？次に多いのは「会議で確認する」で26

児椙（27％）あるQ「担当者個人に一任されている」と

回答した児相が17か所（聡％）ある 。

　「個別協議Jと「会議による」を合わせると8割のケー

スは何らかの形でチェッ クを受けているといえるQ心理．

判定の場合は社会診断年くらり㍉　「個別協議」がやや多

い傾向がみられる。これは判定員の技俺溝それぞれ違う．

ことと，相談内容が種々様様であるので・その内容によ

り確認方法も異なってくるためかもしれない。担当者に

とって容易なケースはそれぞれρ担当者の裁畢に任され

る部分が大きく・ケースについてはスーパ｝ビジョンを

受δると か，各関係者と蹄議する≧か，あるいは会誰に

提出すると》・う方法によっているかもしれない。

　曄学的診断の確認の方法は園答のあ った96児相のうち

44児相（46％）で「担当者個人に一任されている」であ

る。・次に「各関係者の個別協議によ？て」いる児相が25

児相（26％）ある。

10）社会調査のための調査票，あるいはチェッ

　　 クリストを使用しているか

第8表　調査票使用状況

使用している
　　　　％
45（46．9）

使馬していない 50　（　52．1）

無　記入 1（1．0）

計 96（100．0）
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　アンケート結果によると回答のあった96児相のうち45

児相（47％）で調査票・チエツクリ不トを使用している

状況である。使用していない，と回答した児相は50ヵ所

（52％）あるo

　約半数の児相で使用していると向答しているが1奉付

された内容をみると，児童記録票，家庭，学校の調査票

がほとんどで，その中でチェックリスト方式をとり入れ

てある。その内容にっいては「必携」に示されている調

査事項が大部分である。使用していないと回答した児相

は，それぞれ独自の様式で児童記録票，調査票をもちい

ているようだ。チェックリストと云ったので特別な用式

と判断され送付されなかったのではないかと思われる。

重心，精薄，非行は調査票を作成して，ケース診断に役

立っている児相もある。

11）心理判定におけるテスト・バッテリー

　児童相談所における判定，なかでも心理判定におい

て，テスト。バッテリーという概念が7どのように粗み

入れられているφか，その実態をみようとした。

第9表　テストバジテリー

特に紹！しでヤ・なV、

」応組む

時に組む

無記入
　　計

　　　　％
23（24．0）

47　（　49．0）

24　（　25．0）

2（2．0）
96（100・0）、

　第9表にみるように，96児童相談所中の23ヵ所では

「特に組んでいない」としている。A群で7児童相談所

（2L2％）　，　B群で9児童相談所　（24．3％） ，　C群で

7児童相談所（26。9％）である。この結果から判定員数

が多くなるにっれて増加する傾向があると言えよう。次

に》その理由づけとして「……児童の問題・実情に応じ

て……」「・…P・柔軟に対処……」，「……面接して，そ

の印象から……あ　「クライエントの鋤きによって……』

とするものが比較的目立ク。このような理由づけの背景

には，児童のもつ問題性にそれぞれのケ｝スによ り微妙

に異なっており・その問題の解明の手段として・特定の

しかも固定したテストバッテリーを組んでおくことは・

固定された側面からの，しかも静的な人格像しか把握で

きず，児童の生き生きとした人格像とは程遠い理解に終

るとする考え方があるのかもしれない。このような立場

から（「特に組まなV・」）と回答した児童相談所は，判

定員数の多少により分類した各児童相談所群に共通して

みられるが，ややA群に多いように見うけられる。

　以上の立場に比して・「……親むまでにテストに精通

1していない……」，あるいは「・■…粗むだけの統一理論

を持っていない」とする判定員自身の技量による理由づ『

けはA群のみにみられる。この理由づけに対応するもの・

として，他の児童相談所群では（「特に組まない」）と

回答しながらも，　「……判定員の……判定技能に一任＝

　・・」あるいは「……判定員個人の判断で適宜……」と

いうように，判定員それぞれの技量あるいは経験による

テストの選択，それによるバッテリー化を示唆する瑠由㌔

づけがあげられる。このような理由づけは，B群とC群；

とにのみみられるが，このような違いは，判定員数の多

い児童相談所においては，機構上判定員を中心とする部

門が独立しており，回答にさいして，個々の判定員の個！

人的見解が除去された形で記載されたことに由来してい

るものと思われる。

　テスト・バッテリーを組むことに対して，「……組む

だけの人員および時間がない」あるいは「時間的制約が1

ある」とする理由づけが，少数ではあるが判定員数の多

い児童相談所群にみられるo

　またごく少数ではあるが，　「必要を感じない」とする・

理由を記載している児童相談所がみられる。このような

理由を掲げる背景には，様々な拠って立っ立場もあると

推測されるが，心理判定においてジテスト・バッテリー・

の必要性を感じないとする真意がどこにあるのか7いま

少し詳しい記述があれば，我々の理解も深まったかもし

れない。同じように，必要を感じないとする意見を記し

た児童相談所が1ヵ所みられるが，その意見には， 「治一

療に先だって，必ずしも一定のテストをする必要を感じ

ない』という条件をつけ，記述者の立場を明示してい・

るo

　「一応粗んでいる」とする児童相談所は全体め49．0％・

47児童相談所であり，A群とC群とではほぼ向率である

が，B群でやや低い割合となφている。

　次に「時に組むこともある」とする回答は，24児童相

談所で全体の四分の一で，B群・A群・C群の順で回答＝

率が低下している。

　以上の「一応組んでいる」または「時に組むこともあ・

る」とした回答を合わせると71児童相談所（74・0％）で・

あり， そこに記載されていた総数工03のテスト・バッデ

リーにっいて・詳述は避けるが・バッテリーを構成する・

検査等の種別から児童の知的側面あるいは発達面の検討『

を中心とするバッテリー群と児童の人格像やパーソナリ

ティ特性の検討を中心とする群とに大別しうるようであ・

るo

　以上の各テスト・バシテリーを構成する検査は38種類1

であり，これに単に「知能検査』あるヤ～は「パ」ソナリ

ティ・テスト」のように・一般的名称により記されたも
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のと， 面接，行動観察なら．びに医学的検査等をも計上す

ると・延総数506件におよび・ ユバッテリー当り平均約

5づの検査簿が用い：られていることになる6

　用いられている検査は38種類であるが，、児相内で使用

頻度の商い心理検査は1限定されているかにみうけられ

る。知的側面におV’てはWI．SC知能診断検査が43と最

も多く，次に田中ビネ」知能検査と鈴木ビネr知能検査

とが23と同数である5

　人格的側面では文章完成法テスト，自顔ルシャッハテ

スト，絵画欲求不満テスト，矢田部ギルフォ｝ ドテスト

が多く用いられている。 多用されている検査は投影法に

分類されうるものではあるが，傾向としては，ど ちらか

というと，手続き上児童と対面しなくても実施可能なテ

スト溝活用されているようである。

　次にテスト9バッテリーの中であるが，精神薄弱児に

対して知能検査のみを実施してい愚所から・知能検査の

他社会生活能力検査，騨波検葦さらに神経学的検査によ

リバッテリーを梅成している所まで様々である。がいレ

て5心身陣害関係用として示されたテスト・バッテリー

・は非行関係や情緒障喜関係用のバッテリーよりも少な恥

検査でしかも知的側面を中心に構成されており，・イミッテ

リーの巾は狭いと言える。これに対して，非行児用や情

緒障害児用は人格検査を中心に知能検査その他と組み合

わせ平均3ないし4のテストからバッテリーが槽成され

ている。 特に面接が非行関係に集中的にみられるのが特

徴である6

　13）総合判定を志向する統合作業・

こ噸騨勘て閾灘蹄緬な猟る働断が
統合される状況をみようとした。

第1g舞総合判定爾ための統合作業

イ，全く行なρていない 5（
　％
5。2）

ロ．ケースによりr行なづている
81 （84．4）

ハ，すべてのケーズに行なっている 9・’ 9．4＞

無　　記　　入 ゴ（1』0）r

計 96（100．0）r

ユ2）　診断上とくに重裡している技法等

　この項目において・11）テスト・バッテリーで述べた

鼓法等が，実際にど¢》ように採用されているの魁その

実態をみよう≧しなもので南る。、96児童相談所中の21児

童相談所（2L9％）の拳に重視する技法等がある と回答

しているlo．これら技法等として記載された27個の回答に

っいて，次の6種類に分類できる。すなわちジ①テスト

　②チェック・リスト　③理論　④その他 ⑤上記の想

み合せ　⑥記録票　である。

．・ の質閤項目継の回答が20％強であるという結果を表

面的にとらえると，し児童相談所内部には診断上の特定の

判断にお》・て，中核となるものの考え方が定碧していな

いと言え多かもしれない6 しかし，設閥に「貴所で…」

という第rの規定と， 「1・r…とぐに璽視一・・』・」という第

二の規定とを含んでいる以上ジ回答は厳しく限定された

といえる。した溝って，この設問に20％強の回答があっ

たという事実は2工の児童相談所において所内で特に重視

している判断の共通の枠組みを有しているといえよう。

　第10表にみるように，96児童相談所中の8工児相1（84．4

％）が「ケースによっておこなっている」』とし，これに

「すべてのケースにっいておこ奉？ている」、とする9児

相（9．4％）を加えると7r90児相（93．8％）が総合判定

への統合作業を行なっていることに雰ぐ。．、．

　．その理由をみると全般的傾向．としては「指導方針策定

のため」とするの炉全体の44％を占め，その実施割合は

・「20％」以下である。この傾向は各児相群に共通セお

る。

　この項目をさらに細かくみると各児相群ともに「法2¢

条，27条の措置と触法行為等のケース，求たは面接指導

∬が予想されるケース」に過半数の回答が分類されてい

る。

　次に多い理由はA群とC群共にr統合作業に必要な専

門職員の不足」・であり，それぞれ27％と25％である。 B
群では， 「問題内容により各診断の垂みが一異’る」であ

り』29％となっているo

　統合作業実施の割合であるが1一各児相群共に 「20％以

下」に分類される回答が最も多いことは前述めとおり一で

あるずちなみに・’ 回の調査に統合作業を行なうとしゴ

その割合を明示した84児童相談所についてシ平均をと・る

と7全体が34．3％，A群が35、1％，B群が42．6％， C群

力弐25．0％であるo

14）　関係者間の意見調整

　各診断にもとづく意見がくい違った際の調整が・，どの

よう に行われているかをみると，全般的傾向としてジ各

児相群ともrできるだけ調整してゴひとっの方向づけを

するようにしている」が65％以上であるσこのような努

力に次ヤ’で，B群ならびにC群では「意見や見解の相違

は明確にするが， 主担当者の判断を尊重し，とくに調整
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第11衷　関係者間の意見調整 N＝96・

’ぐ
．．戸 ぎるだけ調整

ロ．主担当者の判断を尊璽

ハ．　経過をみて修正

二．　発言者の立場で決定される

ホ。』その他

回 答数

　　　％67
（69，8）1

16（16．7）

13（13．5）7

4（4．2）

1001

レない」あ袴いは， 〈群で「か男こどれかひとつo診

断評簾獅し・以御鰍ヤ’経過齢て修耐ると
いう形寿調整する」としている。

15） 判定後における情報のフィードバック

　児童稲麟所で行なわれる診断や判定の妥当性や信頼性

を高めるために必要な情報を，どのようにフィ、一ドパジ

クさせているのか， その実態をしろうとしノヒめであ資5

第12表　情報のフィー．ドバック　シスデム　 N＝96
　　　 ％
2〈2，1）

71（74．0）

5（5．2）

38　（39．6）

17　（17．7）

においても，A群と大差のない対象に？いて行なうてい

るが，B群に担当者の研究的関心から行なうとした児童

相談所が1ヵ所みられた。

　この項目において「大部分のケrスにっいて情報のフ

イードパックがあり，当初の診断（判定）の再吟味≧修

正がお こなわれている⊥とする児相はA群に2ヵ所みら

れるだけであるo

1δ）総合指導案の実際上の立案者

総合指導案が実際に峠誰がどのように立案しているの

か，その現状はどうかを知るの溺目的であるが，この質

問では個人を指しているように受けとられたためか全体

的な傾向としてはケース担当者とする回答渉多く32％の

出現率であり， 中には判定員，福祉司など と注釈をつけ

ているものも あるがド 多くはケース担当者とのみ記され

ている。福祉司と回答したのも多く22％の出現率，次V・

で判定員が16％の出現率であづた。その他ではジ会議と

するもの13％，各々の課長とするもの11％であり，中に

は所長と回答したところが4児相見受けられた。

1イ．

口．

ノ、』

ホ．

へ◆

大部分のケrスについてフィー
ドバツクある

継続ケーネのみある．

大部分フィードィミツクなヤ、

施設措置児フィードバック修正
ある
施設捲置児フィー・ドノミックある

が修正ない

意団的にフィードィぐヅクはかる

ト．そ．の 他「

回　　答 数

28　（29．2）

4（4．2）

165

　第12表にみるように・各児相遜≧もに「継続的または

直接的に扱っているケー界につ娘てはフィードバックが

あるが， その1也についてはほとんどない」とする皐童椙

談所が70％から80％みられる。次いで「施設へ措置した

児童について情報がフィードバックされ，再吟味・修正

がおこなわれている」とする児童相談所が25％から50％

にみ昏れる。 この他「特定のケースについてヲ、調査など

により意図的にフィードバックをはかっている」とする

児童相談所も30％前後見られる○この意図的にフィード

バヅクをはかる特定のケースとしてあげられている内容

はジA群においては三歳児検診で発見された障害児，継

続して行なった通所治療ケース，児童福祉司による指導

措置をとったケース，ならびに他の治療機関へ紹介した

ケーズである。情報収集の手段は電話，手紙によるとし

たも璽鱒に蔀設で脚的にケースカンファレンスを

行なおうとする児童相談所もみられた。B群およびC群

17）　総合判定結果の活用1；ついて

　総合判定の結果の活用領域は広範囲にわたっており，

措置会議，法的措置に関するものが34％の出現率で，措

置後（施設入所後） の指導に関するものが21％の数値で

あり，又各ケ」スについては福祉司の指導が16％，通所

指導が11％，継続指導が40％∫ケースの処遇が15％，関

係機関にっいてが22％，r保護者に対するものが8％とい

う結果であり，中では措置会議に関するものと継続指導

の数値は高くなうている。

　相談所の規模別にみると，A群は継続指導に利用され

ること溝多く64％を占めている。rB群は措置会講法的

措置に活用しているとする回答が38％と中では多いが・

その他は平均的に数値力鼠出現している。C群において

は，措置会議，法的措置に54％と 多くの回答がみられジ

次いで継続指尋が38％と数値が高くなっている 。

　18） 判定結果に基づく適切な治療や処遇爾実現

　　　が困難な場合の具体的対応策について1

　判定溝現実との関わりの中でどのように理解されてゼ

畜めか，またどのようにそれに具体的に対処しているか

をみようとした。先ず適切な治療や処遇が困難なのはど

のような場合であるかを自由記述の回答の内容塑ら取の

8項目に分類したo

　①理論と現実のギャップ

　②周囲の承諾，協力が得られない

　③治療の場の不足
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　④児相の内部的問題

　⑤社会的障害

　⑥施設の不足

　⑦児相の力量を越える

　この中で②周囲の協力が得られないとするのは各相談

所の共通した傾向のようであり21％の出現率である。 次

いで④児相の内部的問題，即ち技量，時間ン設備，人手

不足・地理的条件による治療的アプローチの障害になっ

ているとする意見も多く，これは判定員の少ないA群に

多くその傾向がみられた。また質問の内容をかなり反映

した①理論と現実の差が大きいとする意見も9％みられ
た。

　そこで治療や処遇の実現が困難な場合にどのような取

り組み方をしているのかその関連をとらえてみた。

　これは実現が困難である場合とその対処方法を対比さ

せた回答が少なくゴ困難である場合だけの回答であった

窮又対処の方法だけ記述してあったりするので，相談

所ごとの特徴や意見の傾向としてはとらえきれないの

で，回答されたものを各領域ごとに整理したものであ

るo

・理論と現実のギャシプの場合の対処方法としては，そ

の多くが最初の指導方針を基本的には持ちながら，より

現実的な方法を取り入れるとする意見であ窮広議にお

いて，指導方針は守られていると言えよう。

・周囲の承諾，協力が得られないという場合において

は，所内において，方針の再検討などにより ，穣極的な

姿勢で対処し指導を進めるとするものと，解除終結はや

むを得ないとする両極端の意見が対立している。その他

には他機関への依頼又は社会資源の活用が多くその傾向

を示しているo

・内部的な問題の解決には，これは圧倒的に他の専門機

関への依頼が多くの意見として出されてきているo

・受け入れ等社会的な受け入れめ障害につい七はフォロ

第13表　専門的判定の程度

一・ ップをしていくという段階にとどまっている。

19）統合化のプロセスの中で専門的な判定（診

　　断）の可能性の評価

　この項目においては専門的な判定（診断）を意識水準

でどうとらえているか，ということを把握するものであ

るQ

　車体的な傾向としては，社会，心理，医学，総合判定

の各領域とも，「2ある程度専門的判定（二一ドの把握），

治療，処遇法の決定ができる」の項目に高い数値が占め

られており，そのほとんどは50～60％であるo次いで

「3わずかだが専門的判定（二一ドの把握），治療，処

遇法の決定ができる』となっている。

　次に前記の専門的判定の可能の程度が「2ある程度で

きる」「3わずかだができる」「4ほとんどできない」

と回答したものに対してどの点が弱体であるため1と専再

的判定淳できないのかをたずねてみた。

　社会診断では全体的な傾向として専門懐の問題を第一

に挙げており，専門的知識の不足により確立された診断

体系びない，専門的アプローチがなされていないとする

意見がみられる。次いでスタッフの不足により事務量が

多く時間の余裕がないとする意見が多い。専門職制の確

立の問題，人挙配置への凱判，ヌ』パ」バイザー制の必

要性が目立っているQ

　心理判定ではかなり幅広く問題点が出現しており．，判

定員個人の問題から制度上のものまである。大別すると

専門性の問題，スタッフの問題，職員の問題，相談所砂

機能そのものの問題，他職種とのチームワークめ問題，

スーパービジョン制が挙げられている。専門性の問題は

各児相に共通してみられる傾向であり・スタッフの不足

　　　　　　　　
ヘセ

により全相談の皇」ドに応じきれないという意見は判定

員の少ないA群に多くみられた5

　医学診断の全体的な傾向としては嘱託医であるための

社会診断 心理判定 医学診断 維合判定

Lか幼の部分専舳判定ができる 　　　％
（6．3）

　　　　％
1（工工．5）

　　　　％
7（17．7）

　　　％
（6．2）

2．　　ある程度 　　　　　　　　〃 53（55．2） 61（63．5） 48（50．0） 55（57．き）

3．　僅かだが　　　　　〃 27（28．1） 21（21．9） 18（18，8） 27（ 28・1）

r4．ほとんどできない 9（9．4） 3（3．1） 3（3．1） 2（2』1）

5，その他
無記入 1（1．0） 10（10．4） 6（∫6・3）．

計 96（工00．0） 96（100，0） 96（100．0） 96（10軌0ゲ
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第鍛表　判定不可能な場合の解決法

1　　　　　　　　社会診断 ・心理判　定 医　学診　断

イ．他の尊門機関を利用

ロ ．できない部分を賜確にする程度

ハ．補完的試みやっていない

二．その他

無記入

　　　　％
43　（ 44．8）

16　（　16．7）

20（20．8）

3（3．1）

14　（r14．6）

　　　　％
45　（　46．9）

21　（　21．9）

14　（　14．6）

◎

3（3．1）

13　（　13．5）

　　　　％
72　（　75，0）

5（5．2）

8（8．3）

11（11』5）

計 96（100．0） 96　（100．0） 96（10⑳）

諸問題が多くを占めているo

孕0） 児童相謙所自体で専閂的判定（診断）塑で

　　きない要因

　．この項目は，専門的判定ができなヤ・場合カミ時に起り得

るが，その場舎に何が障害となってヤ・るのかその原因を

とらえようとするものである。

　原因を①業務上の諸問題②職員の教育研修の問題③他

の専門職の必要性④制度』二の諸問題に大別したじ業務上

の諸問題が各児相とも高く回答が出現しており全体的に

：も100％の出現率を示すみこれはやはりA群に多い傾向

を示している5又職員の教育・研修の問題も多く57％の

出現率を示す。制度上の諸問題においズもA群が商い傾

向にある。　　　　　　　　　　　　　　．、’・∵

　全般的に把握した場合ではう嘱託医であるために専門

的な診察が不充分になるという意見が多いる又各部門の

専門家不足，人員不足などにより業務量が多くなり，一専

門的な判定まで行きとどかな恥とする意見も多い。 l　

　専門性の確立にっいては1一現状では学問的にも未熟で

あり，大学卒程度では専門家と1して不充分である1とする

職員の質的問題と大学のカリギュラムヘの批判が強いる

　その他の専門性の取り入れについてはスーパーパイザ

ーや言語治療士等の必要性の意見が出てきて》・る。又，

制度上の問題として』国，県》 地方自治体の灘識不足を

はじめとして，．相談所の行政どグリ逸ジクの二面性， あ

らゆる問題を叛う中セの専門性め困難さなゼが意見の内

容としてみうけられる。

〈解決方法について＞

　前述の専門的判定ができない場合の解決方法は社会診

断，心理判定， 医学診断の三領域ともイ）：他の専門機関

を利罵して補ってい鞄という回答が多くみられるo特に

医学診断領域により多よ・の数値が禺て屍る。ニエそ㊨他

としての意見はほとんどみられないが， 数少ない意見の

中に「所内でできるだけ研修をして努力する」という意

見がみられた。

　前項の他の専門機関を利用しない，その理由をみると

その多くがF依頼する専門機関がない』とす挙意見であ

る。これは各相談所とも共通して高い結果を示しでいる

が，中でもB群に多い傾向を示している。

　21）　ケースによる各領域の重みづけ

　児童相談所で取扱う児童相談の領域は，養護相談をは

じ珍，心身障害う非行7健全育成等々シ その範囲i零極夢

三て広ヤ、とヤ・える。

　実際，児童相談所で取扱う個々の間題にっいズは，二児

童相談所疑畷能してヤ’る伸ぞ抑イぐ糖焼柔れ
ぞ肋鎖嚇ら，こ紛のケースに接遍奪》丁いる訳で

あるが，r 談の領域により，そのかかわり1方，重みづけ

はrさまざまである。

　ここで臨 現実にケースによって』社会診断，心理判

定，医学的診断等々にどのような重みづけをしてヤ》るの

カ、を理解しようとした。

　診断の重みづけのタイプをみると第15表に示したよう

に社会診断と心理判定に重みづけされているもΦ蒼圧倒

的に多’く， その内容をみると，養護相談1 教護相談ll触

法相談，性向相談，しつけ相談等力主あげら1れるも』 浮へ

　次いで多いタイプとしては，社会診断，1医学診断1 心

理判定に大体等しい重みづけをしでいるものが，いづれ

の群のと ころにおいてもみられたもその内容をみ； る1と・

精神薄弱相談，重症心身障害相談） 1畏欠児璽相談等があ

げられているo　　　　　 、一 デ

　次に多いタィプとしては，心理判定と 医学診断に舞み

づけさ れているもので少内容的には，視聴覚言語障害相

談ジ保健相談5自閉症相談などがあげられる6 』i 』一

　なお，単一の領域のみに重みづけざれている・ものと〕し

ては，社会診断では養護相談が，・心理判定では適性相談

が，また， 医学診断では，、肢体不自，由相談〆保健相談が

・一
17
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第15表　相談種別による重みづけ （各欄の数字は回答児相数）

相談種別 養 保 肢 視 精 重 自 教 触 長 性 適 し そ

体 聴 症

欠9

不
曽圓 心

閉
不

づ の

自 就
量みづげ 護 健』 由 璽■口

薄 身 症 護 法 業 向 性 け　 他

1社会の心理 62 2　 6 18 2 3 81 79 58 53 24 、55
10

2社会の医学 17　
17 1 24 1 1 1

3心理ど医学 30 26 48 29 23 52 2 6 1

4専ら社会 30
工 2 3 1 1 2 9

5専ら心理
12 5 1 4 16 61 31 1

6専ら医学
23 32 3 8 5 1 2

7等しい重み 2 12 18 23 43 37 29 10 11 31 16 3 3 11

　重みづけや8　らない 2 7 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 19

無　　答 5 1 1 1 1 1 1 1 2 46

あげられてヤ～るず「い

　これらを機括してみると，いづれの群のところにおい

ても，相談種別による重みづけのタィプのちがいはそれ

ほどみられず，おおむね同様の重みづけをしていること

がうかがえる6

22）判定の信頭憐，妥当性をたかφるための具

　　体的方法

　この項目において715）で述べたフィードバシク等が

実際にどのように行なわれているか，その実態をみよう

としたものであるQ

　社会診断ではいずれの群においても共通しているもの

としては・関係機関からの情報の収集（例えば1施設と

の情報交換による確認，地城での関係者会議，行事など

を積極的に設ける等），フォローアップによる診断の確

認や修正 』（例えば幼児で遅滞がみられる場合，定期的に

みる，施設巡回をして児童の問題の把握をする等々）が

あげられるo’

　B群，C群では∫スーパーバイザーによるスーパービ

・ジョン， ．スーパーバイザー制の活用，あるいはケースス

タディーによるディスカッションを通してケースφ妥当

性を商めるといづたものが強調されている。

　なお，A群，∵．B群のと、ころでは，チーム内の他の領域

との遮携の強化1例えば，臨床チームを粗むことによっ

て，メンバーとしての力動的な機能の発揮を活用すると

いったものもいくっかあげられているo

研修や研究会を通してケースの妥当性を高めるといっ

た意見はC群において多くみられた。

　心理判定にっいてはヤ・ずれの群においても，フォロー

アップの強化が揖摘されているじ特にA群のところにお

いては最も強調されている。具体的には， 3才児精密検

査後のフォローアップ，施設入所児の追跡調査，あ．るい

は，幼児で遅滞がみられる場合の定期的な観察等があげ

られる。

　また関係機関からの情報の収集， 交換も重要視されて

おり，特異なケースについては，他機関の専門家と合同

観察をしたり， 他領域の専門家・とカンファレンスをした

りしているといったものもみうけられるo

　B群，C群など判定員スタッフの揃っている所では，

ケースカンファレンスなどを通して妥当性・信頼性を商

めているとするところがかなりみう．けられるず　

　一方・スーパーバイザーによるスーノぐ一ビジョンをう

けることもよく行なわれている。

　ケースと の濃密な接触を通してフィードバックを図る

と琉う のもB群，C群においてみら都た。

　なお，テ匹トバッ テリrを替えたり，検葦によっては

担当者が交代したりして検査法Φ吟味や精通を通して艶、

行なっているところも多い。

　医学診断は回答が極めて少なく，内容の記述にっいて

も判定員の側がらみたものが多 く充分な資料ではないが

A群，B群において共通しているのは，より専門的な機

関（病院，研究所，クリニック等）の活用，ならびに一

定期間をおいて経過観察するなどのフォ“一アップの強

化があげられるo
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　またB群では，複数の医師による診察，あるいは医師

と判定員のケーススタディ｝などが行なわれている・

　総合判定にっいては金体的にはフォローアップの強化

（施設入所児の追跡調査，経過観察など）があげられて

いる。 また会議（ケースカンファレンス，判定会議等）

をたびたび開き・各専門分野のデータr等を持ち寄り・

確認や修正をしているというのもかなり、みうけられるQ

この場合，A群のと、ころでは，・受理会議，措置会議の中

で，それが検討されているのに対し，B群，C群では判

定会議で吟味，検討されているところ炉多い。・

23）今後とり入れるべき診断体系，条件整備

　判定の信頼性，妥当性を高めるために，今後どのよう

な診断体系や抜法をとり入れたらよいかをたずねるとと

もに・その条件整備についても意見をきこうとしたもの

である。

　社会診断にっいては今後とり入れるべき診断体系や診

断技法に対する回答は極めて少なく全回答数の16％弱に

すぎなかったが，その中で得られた資料をもとにみてみ

る≧次のようなζと、がいえるQ

　すなわち物A群においては・社会驚源の積棒的な活用

を通して信頼性や妥当性を高めてゆこうとしでいるのに

対し・B群・C群では診断カテゴリーの設定・ 診断スキ

ムの作製など客観的な社会診断チェックリストの作製を

通してこれらを高めていこうとするところがみ られたo

またB，C群では診断会議を体系化させ，フィ 一ドバッ

グ・システムを確立するなどの意見も多くみられた。・

　診断の背景として今後取り入れてゆくことが望まれる

理論にっいては，社会心理学的理論，フアミリーケース

ワーク，臨床心理学，児意精神医学5Schaterの解釈の

的確性判定のための規準などが挙げられているがジこれ

も回答数瀞極めて少なく参考程度にとどまる。、

　条件整備については多 くの回答を得た。先ず体制の充

実を求めうものが圧倒的に多かった。特に福祉司の質の

向上をはかり・専門性を高めるために研修制度の充実を

はかること夕またスーパーノぐイザー制による指導強化等

が強く求められている。現実的な問題としてはいずれの

規模のところにおいても職員の増員が強調されていた。

　心理判定では条件整備につやて時間的余裕をもって専

門業務に専念できる人員の配置が大前提という意見がい

ずれの群においてもみられ特にA群において最も強く指

摘されている。

　また技術の向上及び人格的円熟のため，研修制度の充

実，あるいは研究時問の設定をはかることが必要ではな

いかとする意見もかなりみられた。これほ特に判定員の

規模渉大きくなるにっれその要求が強く出されてきてい

る。

　しかし反面，謙虚に学ぶ姿勢をいっまでも崩さず，と

にかく体験を積み重ねることが必要ということで臨床経

験の積み重ねとその重要性を強調しているものも少なく

ない。

　なおA群においてスタッフを充実させ間題別担当制の

採周の声がいくっかみられたo

　診断体系や技法に関するものとしてはA群においては

治療的な関わりの拡充瀞最も多く挙げられている。 しか

しB・C群においては臨床心理学的診断や人格理論に基

づく診断体系の確立・あるいは診断分類の明確化などが

強く求められている。またA，B群では面接や行動観察

の客観的技法の導入≧して，例えばVTR，コンピュー

ターシステムの導入・EEGの活用を求める声もきかれ

るo

　この他間題の内容や年令にみあったテストバシテリー

の確立・或いは障害児に対する発逮診断検査の開発など

も求められている○

　医学診断は記入者が判定員であったことから回答数炉

少なく診断体系や技法に関するものは得られなかった

が・条件整備にっいては数多くの回答があった。即ちい

ずれの群においても専任医師の配置が強く求められてお

り小児精神科，．整形外科，小児科， 視聴覚言語障害の専

門医が欲しいという声が強い。この他に医師の使周でき

る器材，羅具の整備及び脳波技師等の配置も求められ七

いるぴ

24）相談種別の決定，変更， 重複の処理

　この項目において相談種別の決定，変更，・重複の処理

が判定（診断）過程の中で，どのように行なわれている

か，その実態をみるものであるo

　　相談種別の決定

　ケ已スの流れのどの段階で，相談種別を決定している

かでは，A群においては，受理から措置会議で衷でのあ

らゆるところで決定されていて・ まちまちであるのが目

立った。しかしB群，C群では受理から判定会議にいた

るところで決定されていて，措置会議で，というのは全

くなかった。

　内容的にみるとB群，C群では受理の段階で，という

のが多く，次いで受理会議で，調査判定を経た段階で，

と順次少なくなっている。

　しかし，A群では調査，判定を経た段階で，が特に多

くなっている。

　また，ケースの内容により，種別決定を複数g段階に

分けて決定しているところも多い。例えば，養護，触法

は通告の時点で，それ以外は受理会離で，特殊なものは
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判定会議でといった具合にしている。

　種別決定をどのような形式で決定しているかについて

はA群，B群では会議方式と個人の決定に分かれている

が，C群ではほとんどが会議方式で決定されている。

　個人の決定の場合は，ケース担当者が決めていること

が多い。

　相談種別の変更

　どのような時に相談種別の変更をするのかとゼうこと

では・二つの型があって第一は再相談ということで種別

変更麟必然的に生じた時，第二は診断の違いとか調査，

観察，・判定後修正の必要があった時である。．しかし中に

は・このよ うな壌態に当面しても相談種別の変更はしな

いというのも、ヤ》くっかみられた。理由と して は，原則と

して月内の変更はしないとか，種別報告は年度報告なの

で71年の余裕があるということで間題にしていないと

している。

　ケ「スの流れのどの段階で変更しているのかについて

は，いづれの群においても，求ちまちであるが，その中

では判定会議で変更するとヤ・う の溝多い。しかしB群，

C群では判定の段階で変更するとヤ・うのもかなりみうけ

られる。．

　どのような形式で5変更の決定をしているのかについ

ては， A群，B群では会議方式で決めているのが圧倒的

に多いが，C群では，担当者間の合議制，福祉司と判定

員の話し合いで鰯議レて決ゆるというのも少なくない。

　相談種別をどうするかでは・種別変更のある場合は新

しい方でとるというのが多いが，中には問題の大きさの

比重によづて判断するというのも見受けられる。

　相談種別の重複

　重複した場合の選択の蓋準では中心となる問題や主た

る内容を見極めて判断するというのが各群において一番

多い。

　なお処遇上の必要性に焦点をあてて判断すること もか

なウあり♪例えば処遇方針を主にし指導目標によりきめ

る。・指導やフォローア艶プしやすい種別にしておく等が

ある。

　象た陣害児等では主症状，あるいは障害の重さに焦点

をあてて判断するというのもいくっかみられた。

　垂複した場合，どの段階で調整が行なわれでいるかに

ついてはジ 各群においてもまちまちで定かでないo

　A群では，措置会議でが多く，その理由として，会議

で決定し，，指導方針にもとづき，ひとっに決めるなどが

あげられている。B群では，受理，受理会議夕判定Q段

階でと分散している。 C群では，判定会議でというのが

多いQ

どのような形式で種別の決定をしているかにっいて

は，各群とも，会議方式でが多い。

　しかし，担当者問で話し合ってきめる，あるいは個人

できめるというのもわずかぐあるがみられた。

25）結付関係にかかわる判定上の問題点

　療育手帳発行，各極福祉手当の受給資格・審査， 認

定，証明，措置児の重度指導など給付に関しての判定上

の問題について回答を求めたところ，そのほとんどが療

育手帳に関係したものであったQ

　療育手帳はその制度が発足して日が浅いため，実際の

手続き・運甑等々で種々の問題鱒してヤ’る・

　その中で，各群に共通する大きな問題としては，

　（1）事務量の急増に対して人的強化がなざれていな

いo　
　（2）判定基灘が，二具体的明確性に欠けるため合併症φ

　　境界例の判定が難しい。

　（3）他の給付関係との基準の不統一が支障になってい

　 るo

　（4） 医師との連携が不充分，等々が指摘されて小る。

26）治療・処遇方針を具体化する方途としでの

　施設収容と通所指導の判定上の基準について

　（1）施股収容の判定上の基準『r

　施設収容を対象とする場合め判定め基準の主なものは

家庭環境の問題が大きぐ取り上げられているO・即ち家庭

の養育環境上め問題ジ家庭の監護能力の聞題であリジ・次

いで児童の側の問題としては性格，行動，情緒の問題，

非行，反社会性の問題である6また指導治療上， 家庭分

離や収容効果上というものも多い。

⑫）通所指導の判定上の蕾準』

　通所対象児童の内訳は情緒障害が最も多く次いでレ行

動上の問題，心身障害関係，自閉的傾向，しつけ， 発逮

上の問題となっていて1家庭・社会に通所指導のモチベ

ーションがみられるものレ 通所により接導，治療効果が

期待できるもの，家庭，社会環境状況によ勢必要とする

もの等が判定の主な基準となっているようである占また

年齢について触れているもののほとんどが学齢前め幼児

を対象として挙げているo

27）調査，診断のための面接について

　ここでは受付相談，社会調査，心理判定，行動観察の

四領域における平均面接時間及び整理時問・記録法・面

接のポィントにっいてたずねた。

　（1）平均函接時間及ぴ整理時間

　各領域の面接の所要時間をみると最短が30分以内最長

は社会調査の 330分に及んでおり・整理時問も同様に30
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分以内から450分以上かけているものもありかなりひろ

がりがある。この時間の平均とS　Dを求めたものが第16

表である。受付相談は面接平均時間48．9分，整理時間

47．7分で他領域に比べ短かくぱらつきも少ない。社会調

査は面嬢平均時間96。0分でr番長く受付相談の2倍であ

る。整理時閲は平均が88，6分，S、D，が13L1分とばら

つきがヲF常に大きヤ・。｝む理半唖定｝ま面接，整理罰寺問とも畳こ

80分台であるが面接時間のS，D．は144．3分と社会調査

整理時間のそれよりも大きいo

第16表　各領域における所要平均時間

面　　　　接 整　　　　理

　（分）

均時間（SD）
　（分）

均時間（SD）

48，9（39．2）

6．O（75，3）

9．5（144，き）

0．7（59．1）

47，7（29．1）

8．6（131，1）

3，7（87．6）

4．7（95．4）

　行動観察は「児童の行動上の諸特徴の把握」に関する

内容に集中していた。

受付相談

社会調査

心理判定

行動観察

　（2）各領域別にタる記録法弊ついて

　各領域とも自由記述がほぼ半数か，もしく｝まそれ以上

を占めているo

　受付相談，社会調査領域では調査票の記載がそれぞれ

28．9％・25．0％また児童記録票ではそれぞれ9・3％・

6‘5％で自由記述につヤ》で多 くみられる。

　受付ヅ社会，心理，行動観察各領域においてはチエ．ッ

クリストの使用が6．4％前後と共通にみ・られた。

　V　TR使用については行動観察に，テープレコーダー

使用にっいては心理判定，行動観察にやや高い比率が示

されている。

　本結果では，アンケート回答紙における記録法の記載

枠が小さいためか，積極的な回答が得られなかったよう

に黒われるo、

（3）面接Φポィントについて

　自由記述であるためさまざ衷の回答があったので内容

14より大別レその主なものを次に挙げる。

　受付相談では「問題の輪郭，保護者のその問題に対す

る態度と理解」と「児相の受瑳ケースの蓋本的事頃の聴

取』、が内容の殆んどを占めていた。、

社会課査はr主訴形成隅と生育環境，状況の把握」と

「家族診断p家族関係g把握」が中心的な傾向を示して

ヤ・た。

　ゆ理判定は「児章りもつ心理的諸特性の把握」に関し

た内容に集中レている傾向が遜られた。

　28）社会調査，心理測定，面接， 観察などのま

　　　とめをする場含について

　①他の情報，資料との関係

　全体的な傾向としては社会診断夕心理判定，一時保護

観察，医学齢断硯いずれり領域に茜いてもr他の情報，

資料を参考にする」傾向が高い比率でみられた。また社

会診断資料を参考にする比率は他の領域資料を参考にす

るよりも利用率は高い傾向がみられ，また社会診断にお

いては児相以外の他機関，施設，来所者からの資料収集

率が顕著に高い。

　（年）まとめの際に準拠している解釈理論

社会診断

　準拠理論として45の回箸が得られたがゴ』この中で立脚

する狭義の準拠理論として挙げられている理論』は19例

（約42％）と思われる。これらの理論傾向どしては「精

神分析を基調とする各種理論」と「家族診断理論」から

殆んど成っている。具体的にはr家族力動理論〕 が8例
で最も多い。また，　「特に理論準拠をしない」 とずるの

が12例（約27％）にみられたα

　心理判定

　準拠理論にっいては92の回答が得られたが，まとめ1ヒ

際して準拠する狭義の理論は51例ぐらい（約55％）と思

われる。ここでは殆んど「精神分析を基調としている各

種理論」 と「各種パーソナリティ理論』から成り立6て

いるら呉体的には，　「力動的立場ρ．解釈・観点■が工0例

「精神分析学」が10例で最も多い。なお行動理論に準拠

する1とレてやるのが8例にみられた。

　また「特に準拠しない」が12例にみられた。

　門時保護観察

　準拠理論については25の回答が得られたQ一この中で理

論準拠例が5例（20％）にみられ，「精神分析を基調と

する理論」3例，「行動理論」2例である。具体的には

「精神分析を基調とする人格理論』1例，　「力動理論∫

2例「集団力学理論」2例である。なお「行動観察法∫

に関した内容のものが3例にみられた。 またア「特に準

拠している理論なし」が14例（56％〉にみられた。μ

医学診断

・準拠理論として24の回答が得られた。ここでは比較的

狭義の具体的準拠理論として10例（42％）が挙げられて

いる。具体的には「力動精神医学」7例，　「精神分析」

2例，「森田理論」1例である。

　またr特に準拠しなV・」が6例（25％）凄こみらオ》た。

　（3）まとめをする上での最重視点
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社会診断のまとめにおける最重視点については56児相

から回答があった。その中では家族関係と家族力鋤関

係，即ち親子関係，家庭環境，家族力動，家庭内人間関

係など間題φ事柄と関連づけて家族状況の把握を重視し

ているものが39例みられ最も多かった。次いで地域社会

関係（地域社会の圧力関係，学校地域児童集団との関

係）等家庭を含めて広く環境との関連を重視するものが

妬例，問題の理解と要因分析12例が主なものである。

　心理判定で重視している点は児童のパーソナウティ，

IV　考

　以上判定の業務や機能に関して詳細な分析調査を行な

い7いろいろな点において問題があるヒ とが明らかにな

った。これらの一々にっいてはすでに述ぺたが，この中

で若千の点を拾い出して再検討を加えてみたい。問題と

しては会議のあり方， 臨床チームの問題 判定と治療と

の関係などが考えられる。

　1）会継のあり方

　児童相談所においては受理会議，判定会議，措匿会議

の三つが持たれて児童相談所の《的機能が遂行される様

になっている。それぞれの会議は合理的相談事業遂行の

ために不可欠のものではあるが，実態は受理会畿と措置

会議は鷺とんど完全に実行されているが，判定会議が持『

たれるこ．とは少なく7’また単独に開かれることは益々少

なかったd

　判定会議は判定を一判定者の判断に委ねず専門を異に

した分野との総合診断を行なうために必要なものではあ

るが，必ずしも独立した判定会議を開かなくとも多くの

相談所においては関係者の協議や，課，係長に相談した

蛎或いは措置会議に併合して，審査決定がなされてい

る。この現状は改善することも考えられるが，同時に形

式的に独立して持っ方式を考え直してもよかろう。元来

受理会議と措置会議は行政的な役割が強いが，判定会議

は診断判定をより正確にするためのもので行政的な意味

を持たなy・。衷た科学的な診断の点からいえば会議形式

をと？たから正しい診断ができるとも限らない。多数決

の診断が一番正しいわけでもないし・また限られた期間

での検査や観察によって正しい診断ができるとも限らな

い。治療的指導を進めているうちに最初の判断が変って

、くることも多ヤ・。 従って判定のためには正しい診断が必

要ではあるがこれは必ずしも会議形式によって得られる

ものでもないQ、会議は℃わぱ，ケースカンファレンスで

あって行政的意味を持った会議ではない。

　故に判定のためには複数の協力は必要であるが会議形

式はとらなくてもよいので曝なかろうか。

心理機制等心理的特徴の把握が最も多く60児相中33例で

半数以上を占めていた。次いで診断と処遇方針，予後の

見遍しが31例ン』問題のメカニズムゐ抱握乏要因分析19例

である。

　一保観察の重視点は発達，適応能力， 生活習慣，対人

関係・行動様式等の把握が回答のあった42児相中39例み

られた。

　医学診断におレ・ては病理的原因診断と障害疾病の有無

と指導方針と予後にっいてが主な重視点であった。

察

　さらに判定員としては単なる判定だけを行なってその

後の指醇や措置と関わりを持たないとしたら，判定員の

業務に非常な不満を感じるし，また判定そのものの科学

的進歩にも陣害が起るo判定員としては穣査のやり放し

では張り合いがないばか りでな く， 彼が見出したクライ

エぞトの問題行動をひき起した輻較した諸因子や特有な

行動様式は役自身が指導し治療すること湊もっとも適切

であり，他人や他の機関に委ねた場合にないかに詳細な

判定報告沓をつけても尚不十分な場合が多い。故に今日

は判定員はただ判定を下すだけでなく心理療法などによ

って治療的指轡を行なって恥る5㌧この通所指導形式さの

治療が認められるためには，措置会議を経るヒとは必要

である。またそれ以外の措置をする場合にも判定員とし

ての意見があるが，これを直接述べるこどなく措置され

てしまうことにもなる。判定と措置が分離されることは

判定員に非常な不満を感じさせる。故に搭置会議に判定

員自身が直接参加し判定の結果が十分尊重されるように

することが望ゑしい。この意味では判定会議という段階

を経ないでいきなり措置会議にケ｝スが提閏され， ケー

スが審議決定されることが望ましい。

　一方措置会議においては判定を通さずに相談がら直接

措置されるケースもまた多い。故に措置会議の内容を二

つに分けレ相談から措置に向ういわぱ相談描置，・相談か

ら判定を通して措置される判定措置とに分け，会議の時

間を二っに分け，判定員は判定措置には出席の義務があ

るが相談措置には欠席できるようにしておけぱ能率的運

営カミできるので番まな方、ろうカ》。

　2）臨床チームについて

　診断は社会診断，心理診断，医学的診断の三分野から

なされ・相談員，臨床心理判定員1医師によ『らて行なわ’

れる。従ってその三者が所見を持ち合って協議し総合判

定を下すことにはほとんど問潭はない。それぞれ分野を

異にする専門職が協力するごとは容易である。 しかし同

じ専門分野において協力することは必ずしも容易ではな
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い。だが，必要なのは同じ専門領域における協力かもし

れない。同一のケースに関しても判定員によってその原

因め推定，あるいは問題行動の評価，、将来の見通しにお

いて同一とは限らない。それだけに経験の少ない，洞察

力の弱い判定員だけによって事が処理されるのは望まし

いことではない。しかし同僚であり僅かの経験年数の相

違しかないものが意見が対立した時にはこれをまとめる

ことrまヲ匡常に困難であり，感憧的対立を起す原因となり

やすい。従って同一専門職の協力ということは意外に困

難なことである。白一ロッパ医学においては医者は高琿

の専門性を持っ故に医者同志の協力は余りみられない。

その伝統に育った日本の医学においても医学部教授はそ

の配下に多くの医師や検査官，看護婦などを指導して手

足の如く動かすこどには慣れているが，他の教授と協力

することには慣れない。専門外の者とは協力できるがン

同じ分野，例えば第一内科∫第二内科ではむしろ対立し，

その対抗意識を利用して医学の進歩を期待しているよう

なものであるo開業医もまた一城の主であるo臨床心理

の領域においても同じ関係が考えられるoここでは教授

とその指導を受ける医局員とのように経験や診断能力に

おいて著しい差がある場合には両者の協力は得やすい6

シニアの判定員である課長，係長の指導や助言を受けて

判定業務を行なっている時にはスムーズに行なえよう。

　故に判定のスーパーバイズをしてくれる人を持ち， そ

れとの協力体制をつくるのがよいQまたこのためにば大

学出の無経験の判定員に対しては十分スーパーバイズさ

れた研究機関を設け，少なくも大学卒業後五年間位は判

定において従的役割をとり，シニアの判定者とジュニア

の判定者が一緒になって仕寧をするという体制が望求し

いし，とれがあるならば恥わゆる判定会議で意見を調整

するような必要は減ってこよう。判定会議は専ら総合判

定のために必要であろうQ

　また指導や心理治療にあたって臨床チームが強調さ

れ，医学的治原のために精神科医の貴任のもとに臨床チ

ームを編成するように「執務必携」にも記されている。

しかし児童の問題行動はすべて精神病的な原因のものと

は限らず，臨床心理学にお》・ても十分処置できる社会的

不適応現象のものが多い。一方専任の精神科医を持って

いる児童相談所はごく少数であり，専任者がふえる可能

性も少ない。嘱託医で処理しなければならない現状にお

いては精神科医も助言者以上にケースに費任をもつこと

は困難であろう。故に心理治療に関したチーム編成は臨

床心理学者を中心として7相談員（ケース・ワーカー），

医師の協力を得て行なうのが実際的である。セラピスト

も心理技術者が多いと思われるので同じ分野の専門職と

して協力すればよかろう。もっとも臨床心理学者を主と

するといったのは現実的意味においてであってアもし能

力の多いケースワーカーがいる場合には彼を中心とする

ことが必璽であろう0

　3）　判定課の治療的機能

　判定という雷葉はとかく施設入所等の措置をするため

の鑑別的機能ア窓口的役割の感じを与えるoしかし判定

課の仕班は単に判定のみならずさらに治療的指醇が期待

される。このことはまず相談所に来所する親の立場から

強く希望される。親自身の力では解決することができな

いから相談所に来所して助言と指導を仰ぎにくるわけで

ある。子ども達が正常でなく問題を持っているごとはす

さに通告者が十分承知しで“ることであり，判定の結果

問題があり，その原因を教えられ程度を宣告されただけ

で親の問題が解けるわけではない。 何とか指導を受けた

いと切望している。問題が垂度である場合に専門の施設

に入所措匿をしてもらえることも大きな援助ではある

が，入所するほどではない問題児，1あるいは年少である

ためとか，入所のための待機を余儀なくさせられてレ・る

者に何らかの指醇をしてやる必要がある。

　さらに最近は施設入所めみが最良め方式ではなく，在

宅指導とか通所振導の方がより望ましい方式であると考

えられるようになったが，このためにも相談所において

積極的に治療や指導を行なう必要が増してきている。今

日の考え方からすれば稽談所はまず指導や治療の機関で

訪り，特殊の問題と生活条件の場合にのみ施設入所へと

取り計らうのが望ましいo 即ち相談所は鑑別機関ではな

く，治療と指導の機関へと変貌する必要があるともいえ

よう。

　また判定員の立場からいっても前に述べたように判定

だけでなくその後の指導を行なわなければ判定員自身の

業務に対する使命感が湧かないし，検査や判定のし放し

といのは本質的に無資任の行動となる。

　このような意味で相談所が治療的機能を果すことが望

ましいが，この仕事に直接当るものは精神科医，臨床心

理学者，セラピスト，ケース・ワーカーであり，判定課

の職貝と相談課の職員となる。特に通所指導の場合には

臨床心理学者とセラピストの仕事が中心となるであろ

うQこの治療的指導の業務を行なうためには通所施設，

特に情緒障害児通所施設が相談所に設けられることが必

要となるo精神薄弱児のためには通園施設が設けられて

いるし，また言語障害等の場合には社会的資源の中に言

語治療センターのよ うなものもふえてきた。しかし情緒

障害児に関しては情緒障害児短期治療施設は全国的にも

数か所しかなく，また民聞で心理治療を行なっているも

のはごく少数である。

　しかし治療を必要とする子どもは非常に多く，また各
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地に散在している。また彼らは家庭から週に一回または

二回心理療法を受けに通うのがもっとも自然であり効果

的である。このために問題児のいる家庭から通所できる

程度に数多くの通所指導施設があ るこ1と・が望衷 しいdこ

のために各相談所に併置され多ことが望ましいし，その

上に相談所の治療者が出張して治療が行なわれる ような

ものを作ること が望ましいoこのよう な情緒障害児通所

施設が設けられ，そのための専任職員が設けられれば今

日の判定員の不足の悩みはr応解決するのではなかろう

か。現在の組織の求まで判定員やケ．ザス ▽アカ rを増員

するこ とは困難であ り・．治療的機熊を強く要求すれぱた

鐸負担過軍で結局全体の相談機能峯破壊してしまう危険

があうう。、

、4）㌃判定結果のフォロー・アップく 、、，　、、、

　誇断り糟度奪商め進歩さ撃rる紅めにけ7オF一・アッ

プの研究が賄要で疹う。今回の調査におヤ・ても判定員の

もっとも強く票球していることは判庫結果り7オ、冒一ア

ップであるo；麹を行尽う塵め，にをさ前遷のように相談所

は治療や指導を行なラζ二とを主為斎機能に変ネれぱζの

問題④大部分は解決ず惹であう うρ診断自身も治療的指

導を行な？ているうちに確立レ縛，或V・｝撮梯の判断

が変動る・酵も起ろう。複雑妙一ス轟甜診断の爾

の判断渾変？て く喬りはむしう普潭期もしれない。継続

的観察や輩導¢）機会がな く隆紹期g観察や検査だけで判

定サねば尽らなヤ｝ζ≧は判定に対す喬自循を喪失させる

導とに塗う戸敢に判牢のた融にも継続指導が必要なわけ

であるが・・間翠解消ρ牟袴には継締指導が絶対必要であ

る。施設に入所の場合は一度指導が中断することにな

り，施設吋g指導1こ秀塾ても大過はないかもしれない。

しかし獅牢者り享場がらいうと果してぐの施設への入所

が適切であっ準かどう牟を塑斎ことは必要である。さら

に今後増加すると思診胞る葎宰指譜2里親委託の場合に

は直接の騨は構所1こ料・噸なわねばならない。従

？て7オ ロ「一llア2プの機会はふえるわけであるがケー

スワーカ 一やセラピスト等の増員を待ってよい追跡研究

がなされるこ とを期待するo

　判定はプ戸グノシスPrognosisを含むべきである。

今日の判定は類型分類診断，、異常度の測定，原因診断を

行なうようになっているが）さらに将来を予見するプロ

グノシスを行なう必要がある。即ち問題児の診断からど

のような指導をするのが適当であるのか，どの指導法を

とりどの施設に入所させたらどの程度の改善が期待でき

るか等を予測することが必要であろう。このためには前

述のフォローアップ，スタディが確立しなければ望み難

いこ とではあるが， その方の充実と相まって判定そのも

のも正確なプ目グノシスを期待すべきである。 またプロ

グノシスを行なうことによってその予見が正しかったか

否かがフィードノミックされ‘て判定技術が進歩する ことに

なる。

　5）児童相談所勤務医師の問題

　児童相談所には精神科医とか児童精神医学に関心ある

小児科医が多数参加されている。しかし専任医官が余り

にも少数であり，将来拡充の見通 しのないことは相談所

と して極めて大きな問題点である。また医学は非常に専

門化しているので一人の医官によってすべての医学的問

題を解決するこ とは不可能で専門医学機関との接触を強

く要望されている。故に医学的診断のためにはただ困難

な医者の増員をはかるだけでなく大学病院をは1しめ医学

専門機関との連絡を密にする方策をたでる必要があも。

　他方，非常勤の勤務医師の中には多年この仕事に関係

し土地における有力な医肺が多いことは何よ り一も幸せな

ことである。この人たちは経済的の点を無視してこの仕

事に理解と熱意を持っておられる。このような有力な専

門医の援助を失なわないように努力することも必要なζ

とで昂る。

　本研究は昭和49年展箪生科学研究補助金により行なっ

たものである。
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（附）　質間紙

「児童相談所の判定機能及基準に関する調査」 日本総合愛育研究所

1）貨所でおこなわれている諸会畿は，つぎのうちどれとどれぐすか。該当番号を○で囲み・必要個商の記入を

　して下さい・なお，職種は略号でかまい庫せん。　（例・心理判罵員＝心・医師謡医・福祉司＝司など）

回　定期ン不1回あた
　　定期の別　りの時間数

参加夙灘蜘鰻欝．
左記のうち
ケース，提
供するもの

工．受　理　会　議

2．判定会議
　　（総合判定会議）．

3・措　掻、会．講

　受理 ・措鍛合同会4．

　議

　受理・判定・措騒
5・含同会議

6．判定・措置会議

7．・社会診断会議

8．心理．判定会議

9．一保観察会議

　　会議はやっていな
10．い，関係者のその
　　都度の協議

　　卜

11．そ　　の　　他
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　貴所では・以下の各業務は，原則としてどのような職種の職員がおこなっていますか。該当職種を○で囲ん

　で下さい。

　　1．　受付け相談

　　　児童福祉司ン受付相談員，相談員2心理判定員，保健婦，スーパーバイザー，医師，轡記，その他

　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　2，社会調査・診断　
　　　児童福祉司，相談員，心理判定員ン保健婦，’スー歯一バイザー，受付相談員シその他

歌轟査半u定
二

」・）

一
　　　心理判定員，医師，セラピスト，児童福祉司，相談貝，保健婦ン児童指導員，保母，そのD

　　　　（ 　　　　　　　　　　　　）
　　4．医学診断

　　　医師，保例i婦，脳波技師，X線技師2聴能訓練士，その他く　・　　　 　　

　　5．一保観察

　　　懸指韻購保鵬児童福楓相組醒判導民臨その地（　　）
3）児童相談所で取扱うケースかどうかの判断はンだれがどの時点でおこなっていますか。該当するところを○

　で囲んで下さい。

　　イ）受理面接の段階で，面接相当者が判断する。　　　　ハ）受理会議の段階で判断する。

　　ロ）受理面接終了後，関係者と協議して判断する。　　　　二）　その他

4）受理したケースの担当者を決定するばあい，つぎのξの方法によっていますか。領域別に該当個所にレ印を

　して下さヤ・。　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　領域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　1．相談の内容身問題別に担当者がきまっている………一………………………・………

　2。　内容・問題別の担当ではないが，　（特定個人に特定の問題

　　が集中する傾向がある）技編，内容ンなどを考えて決めてい……………・…………一

　　る
　3・船にかかわらず各担当都噸りすぺての晦を扱う一……・一一一一・…

　4。　内容・間題別の担当と全般的担当を併用している…一……r……

　5．　そゐ他（異体的に記入して下さい）

5）前記について・現在採用している方法の長所と短所奪あげて下さい。また・改善の具体的方途についてお示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　し下さいd

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．lu

社会
断

心理
定

医学
断
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6）受理したケーヌにつ吟での取扱い方法，（調査法・診断法1 面接法2検査法・観察法など）の選択・決定は，

どのようにおこなっていますか。領域別に該当個所にレ印をして下さい。

1．担当者個人の判断に象かせている…・……！一

2・　主として担当者個人がきめるがア スーパーず羽ヨンをうけ否・甲

＄　その都度，課（係）長やスーパ「ノドイザ㌘が指示す盗・t－

4．会議ングループ・スーパービジョンなどで検討し，きめる一1・

5．　各関係者の個別協議によっている…”

6．　その他（具体的に記入して下さい）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－［

＼　　社会
領域 心理 医学

7）その炉スの担奪瀧廉ケースワ莇［あるヤ・は心瑚韻は汐一スのアプ恥チ哲るゆた西
　そのプロセスとして，ケースの診断から入っオいますか。それども治療的かかわりから入ってい隼すか。該

当するところにレ印をして下さい。

1．ケrス診断から入ることが多い……・……

2．治療的かかわりから入ることが多い・…

3．ケースの性格によって両者を使いわけているが，どちらかと

　いえぱ診断的アプローチの方が多妙1一

4．ケースの性格によって両者を使いわけているが2どち らかと

　いえば治療的かかわりから入ることの方が多ヤ・……・…・

5．　どちらともいえない………・

6、その他（具体的年記不して下さ悟）1

上記のアプローチの方法について，その零桑な方法を≧るの1まなぜですか。その理申を具体的に記入、して下

さい。

　イ．ケースワーカーについて

　ロ．心理判定員について

一　　　」一♪

8）　診断はさまざまな目的のためにおこなわれ求すが夕貴所においては・つぎの各領域ではどのような目的のた

　めに診断がおこなわれてい象すか。つぎにあげたもののうち》重視しているものを5つえらんで該当する個所

　にレ印をして下さい。とくに重視しているばあいにはレ印を○で囲んで下さい。　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　領域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　1．　間題の原因と思われる要因の論証……・…．甲一．

　　名　現在の問題に対するクライエ著ト（家族）の反嘩の確詔……・・1

　　3，　病理的過程の拡がり、や重篤性の統計的評価…・・？ン1＝」r・一ll

　　4． 現在の問題の程度の評価・・＝・…

　　5．予後あるいは今後おこ りそうな経過の推定・…

　　6．　特定の治療。処遇に関する合理的基礎の提供……

　　7． クライエントやその関係者とケー、ネを話し合うため．の資料作成…・

　8．データの分栃統計的分析のための資料作成・・…・…、

　　9．間題の性質や治療・処遇効巣を説明する規制についての仮設設定二………

　工0．’器質的障害’と機能的障害の区別・・♂……川　

　工1．その他（具体的に記入して下さい）

社会
断

心理
定

医学
診断

r
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9）各診断に先だって，前項の診断目的の確認はどのようにおこなっていますか。領域別に該当個所にレ印をつ

けて下 さい。

1，　会議で確認する1一………・………・…・……一一・…一甲……・…………・・一

2，担当者個人にまかされるが1一応スーパービジョンがおこなわれる・・

3．担当者個人に一任されン会議による確認やスーパービジョンはない一

4．各関係者の個別協議によってレ・る……一………甲…一・・……・……………

5．その他（具体的に記入して下さい）

＼
領域

　＼

社会
診断

：1

心理
判定

医学
診断

10）社会縮の過勲効率的騨ぶため1こ・あらかじめ規定堕雌的項騨関する諮票あるいはチェック
リストを使用して亙）ま外いる場含にr馬その資料を添即で下酬。（翠当蜥に・をつける）・

　　1イ）使用してレ・る　　　　　　　回使用していない

11）心理判定のための何らかのテスト・バッテリーを組んでいますか。該当個所を○で囲んで下さい。

　　〔イ1とくに組んでいない 　（ロ）一応組んでいる　 的 時に組むこともある

　　バッテリーを組求ない理由について記入 して下さい。

　　バッテリーを紐むばあい，どのようにして組むか，興体的にその［例をあげて下さヤ｝。

12）貴所で現在採用している診断技法（調査・ 面接・ 検査・観察など） の中で，r診断上とくに重視しているも

　のがありますか（たとえば・悩性マヒ児の能力診断にはチャリット法による所見を重視しているプ家族間の勢

　力関係の診断に特定のチェック・リストによる所見を重視しでいる，など）。

　もし〆ありましたら，つぎにその主なものを具体的に記入して下さい。

13）ケースに？ヤ・ての社会診断，心理判定および医学鈴断を統合して，ケースの総合判定を志向ナる作業をお

　こなっていますか。該当する項目に○をつけ』その理由を具体的に記入して下さい。

　　イ）全くお こなっていない

　　　　理由

　　ロ）　ケースによっておこなっている（大体　　　　％くらい）

　　　・理由

　ニハ）すべてのケースについておこなっている

　　　、理申

14）診断（判定）・評価について・関係者間で評価水準にずれがあった窮意見のくい違いがあったりしたば

　あいン最終的にはどのようにまとめていますか。該当する項目に○をつけて下さい。

イ）

ロ）

．ハ）

二）

ホ）

できるだけ調整して，ひとつの方向づけをするようにしているo

意見や見解の相違は明確にするが・主担当者の判断を尊重し・とくに調整はしない。

かりにどれかひとつの診断評価を採用し，以後の取扱い経過をみて修正ずるという形で調整する。

調整のための会議などでの発言者の地位や立場に影響され2決まってしまう ことが多い。

その他（奥体的に記入して下さい）

15）診断 （判定）の妥当性・信頼性を高めていくには，その後の取扱い経過ば基く栂報めフィードバックがお

　ζなわれる必要があると思われますがア貴所にはそのようなフィードバック・システムがありますか。該当個

　所に○をつけて下さい。また該当個所の記入をして下きい。

　　イ ） 木餐令¢〉ケースについて情報のフィードバックがあ窮当初の診断（判定）の再吟味と修正がおこな

　　われているo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　

　　ロ）児童福祉司指導ン通所指導など継続的または直接的に扱っているケースについてはフィードバックが

　　　あるが，その他についてはほとんどない。

　　ハ）大部分のケースについてフィードバックがなく・再吟味・ 修正もおこなわれていない。

　　二）施設へ措置した児童について情報がフィードバックされ7再吟味・修正がおこなわれている。

　　ホ）施設へ措駁した児童についてフィードバックはあるがン再吟味・修正にはいたらない。
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へ）特定のケースについて，調査などにより意図的にフィードバックをはかっている。　（どんなケースに

　ついてやっているか，臭体的に記入して下さい）。

ト）その他（具体的に記入して下さい）。

16）　総合揖遵方針案の実際上の立案者は誰ですか。

17）総合判定の結果は，実際上どのように活用されていますか。

18）かりに判定（診断）が厳密におこなわれたとしても，それにもとづいた適切な治療や処遇の実現が困難な

　ばあいがありますか，そのようなばあいにはどんな取組み方をしていますか。具体的に記述して下さヤ・。

19）児童相談所自体で夕専門的な判定（診断）はどこまで可能ですか。貴所の現状について～で寺るだけ客観

　的に評定してみて下さい。そして該当個所にレ印をして下さい。

　　1．かなりの部分，専門的判定（二一ドの把握），治療・処遇法の

　　　決定ができる。…………・

　　2rある程度，専門的判定（二一ドの把握），治療・処遇法の

　　　決定力§できる。…・甲……一

　　3，わずかだが専門的判定（二一ドの把握）プ治療・処遇法の

　　　決定ができる。……

　　4．ほとんど専門的判定（二一ドの把握），治療・処遇法の

　　　決定ができない。常識程度の水準にある。………

＼領域

＼

社会
断

心理’判定 医学
断

総合
定

5．その他（具体的に記入して下さい）

前項の2 ～4に該当するばあい，各領域においてξの点が弱体で海るのか記入して下さい。

イ）

ロ）

ハ）

二）

社会診断領域では

心理判定領域では

医学診断領域では

総合判定領城では

20）児童相談所自体で専門的な判定（診断）ができないとすれば，その原因はどこにあると思いますか6また，

　できない部分をどのよ うに して補ってV・ますかQ

　　1．その原因と考えられるものについて記入して下さい。

＆蜥でとっている解決法について・下記の該当酬こレ印を記入して下さ融

　い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　イ）　他の専門機関（病院，施設，学校，行政機関など）を利用して補っている。

　ロ）　未了の部分，できない部分を明確にしておく程度で， とくに他

　　　φ機関を利用する．ことはない。一…四

　ハ）　とくに補完的な試みはやっていない。・・……

社会
診断

心理
、判定．

医学
診断

　二）その他（具体的に記入して下さい）・9

3，　上記でロ），ハ）に該当するばあい，その理由を下記の中からえらんで○で囲んで下さい。

　イ）かりに他の機関を利用して補おうとしても，それを統合する能力が児童相談所に欠けているので，

　　　あまり意味がない。

　　 ロ） 他機幽の意見に左右され，独自の判断がゆがむおそれがある。

　　ハ）　児童相談所としてできる範囲内のことをやっておけばそれでよい。

　　　二）　信頼できる専門機関がない。

　　　ホ）　その他（具体的に記入して下さい）

21）　ケースによって， 社会診断ン心理判定，医学診断の絶対的ないし相対的な垂みに差がありますか（差をつ

　けていますか）。該当個所にレ印をつけて下さい。なお，このばあいケースの個別差や時間軸の変動による重

　みの変化は考えず，当該種別の全般的・平均的評価として下さい。
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　　　　　　　相　　　　　　談　　　　　　　　種

　　　　　　　別重みづけ

養護 保健 肢体不自由 視聴言語 重症心身 自閉．

症

教誰． 触法 性向 璋性 しつけ その他

L　おおむね社会診断と心理判定…・…

，おおむね社会診断と医学診断…1…

おおむね心理判定と医学診断一“…

．　もっぱら社会診断1……

・もっぱら，曜判定一一

，もっぽら医学診断…一・・

．

しい重み

　とくに璽みづけはやってない（考え＿．．．　ない）

一

22）判定（診断）の信頼性・妥当性をたかめるために前記のフィードノミツク・シスデムのほか現在どのようなこ

とをしていますか。具体的に記入して下さい。

　社会診断について

　心理判定について

　医学診断について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1
　総合判定にっいて　　　　　　　　　　　　　　　　，

23）判定（診断）の信頼性・妥当性をたかめるには・今後どのような診断体系や診断技法などをとり入れていっ

たらよいと思y・ますか。求た，どのような条件を整備すべきだとお考えになりまナか。

　社会診断に？いて

　心理判定について

　医学診断について

　総合判定について

以）職省統計酷例による鰍種別1ま・ケース取撫罷卿で～ど鍛階搬定して嫁すか・
　　また，相談種別の変更・重複についてほ夕どのように処理していますか。

　相談種別り決定¢）場合

　狽談種別の肇更の場合

　相談種別の重覆の揚合

25）療育手帳発行・各種福祉手当（県臥市・町。村単独事業分も含む）の受給資格審査・謬定。証明・措置児の

重度指定などに関して判定上の問題がありまレたらン自由に記入して下さい。

26）治療・処遇方針を具体化する方途として，施設収容あるいは通所指導がぎめられるばあいについて，つぎ

の事項にお答え下さい。

　イ） 施設収容を必要とする．と考えられるばあヤ、・その判定上の基準についてその代表的なものを具体的に

　　書いて下さい。

　ロ）通所指導を必要とすると考えられるぱあい・その判定上の基準についてその代表的なものを具体的に
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　　　沓いて下さい0

27）調査，診断のために面接（観察）するばあいについて，つぎの各事項にお答え下さい。

平　　均
接時間
観察）

記録法
註1）

面接（観察）のポイント（実際にやって

　いる点を中心に記入して下さい）

1面接（観察）
たりの平均整
時間（註2）

受付相談

社会調査

心理判定

行動観察
駐3）

（註1）　自由記述かどうかチェック・リスト，調査表の使用の有無ンテープコーダーの使用，ビデオコーダ

　　ーの使用の有無など，自由に書いて下さい。

（註2）　1回の面接（観察）記録を整理し，児童記録票などに記載するのに要する時間を記入して下さい。

（註3）一保における観察ではなく，プレイルームなどにおける主として心理判定のための観察について記

　　入して下さい。

28）社会調査7心理測定，面接，観察などのまとめをするばあいについて，つぎの各班項にお答え下さい。記

　入欄がたりない場合には別の用紙に記入して下さい。

　（1）それぞれのまとめで，他の領域で得られた所見を参考にするか，それともb夏ind　analysisでやるのか，

　　などの別，および，参照としている資料を具体的に記入して下さい。

　（2）たとえぱ，「家族診断についてはGeismerの機能測定の立場」などのように記入して下さい。

社会診断
のまとめ

心理判定
のまとめ

一保の観察
のまとめ

医学診断
のまとめ

他の情報・資料
との関係　　（エ）

まとめの際に準拠し
ている解釈理論　（2）

まとめをする上で最
重視している点

29）現行の「児童相談所執務必携」（昭和39奪度改訂）中の判定に関する躯項についての御意見をお聞かせ下さ

　い。　（改訂ン補完，削除，その他何でも結構です）

30〉児童相談所における「判定」についてン忌澤のない御意見をお聞かせ下さいQ
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